鶴見区広報紙「広報つるみ」オープンデータ
令和８年５月号　No.362

6月は食育月間　よく噛んで食べよう
三村区長・西中副区長・ヘルスメイトで普段のメニューで「かみかみアップ」について考えました！

ヘルスメイトが紹介する“かみかみアップ”のオススメポイント

雑穀ご飯
POINT
ごはんを雑穀米等へ変更

しゃきしゃきれんこんハンバーグ
POINT
異なる食感を組み合わせる（ハンバーグにれんこんをプラス）

ごろごろミネストローネ
POINT
具材を大きく切る

たこのマリネ
POINT
弾力のある食材を選ぶ（例えば…たこ、いか、こんにゃく、塊肉など）

よく噛んで食べると どんないいことがあるのでしょうか？
ひみこのはがいーぜ

ひ　肥満予防
み　味覚の発達
こ　言葉の発音はっきり
の　脳の発達
は　歯の病気予防
が　ガン予防
いー　胃腸快調
ぜ　全力投球
参考：学校食事研究会発行 月刊「学校の食事」


一緒に食育活動をしませんか？
　鶴見区では、区役所の栄養士と食生活改善推進員(ヘルスメイト)、食育推進ネットワーク施設の皆さんが連携して食育活動を進めています。
　「鶴見区食生活改善推進員(ヘルスメイト)」は、健康講座保健栄養コースを修了された方々で構成された団体で、昭和50年4月に設立されました。
　設立以来、区内の子どもから高齢者に対して、「私たちの健康は私たちの手で」を合言葉に各時代に応じた食育推進を行っています。

主な活動
おやこの食育教室（7月号で募集予定）
骨太クッキング（10月号で募集予定）
シニア向けクッキング（1月号で募集予定）
子育てサロンでの試食提供
食育フェスタ＆健康展


令和8年度　食育ボランティア養成講座「健康講座保健栄養コース」受講生募集
無料
　生活習慣病予防や食育、地域の健康づくりなどに関心のある方、一緒に学んでみませんか。講座修了後、食生活改善推進員(ヘルスメイト) として活躍できる方、歓迎します。

日時　（1）8月6日(木)・（2）13日(木)・（3）20日(木)・（4）※9月1日(火)または2日(水)（5）9月10日(木)・（6）17日(木)・（7）24日(木)・（8）30日(水)、（9）10月14日(水)　各日9時30分~12時
※（4）は2グループに分けて開催予定のため、どちらかに出席いただきます。(日程は決定次第お知らせします) ※（1）～（3）については、お子様(対象:年長から小学生)の見守り可能(詳細はお問い合わせください)
場所　区役所2階 集団検診室または4階 会議室
内容　◆医師による健康づくりの取り組み　◆管理栄養士による生活習慣病予防の食生活　◆健康運動指導士による運動実習
対象　区内在住で（1）～（9）のうち6回以上出席できる方
申込　電話・窓口・行政オンラインシステム
定員　30名(先着順)
締切　7月10日(金)

他にも調理実習や食品衛生の講義など、食生活を中心に健康づくりについて総合的に学んでいただける内容です。

問合　保健福祉課(健康づくり)1階11番　電話06-6915-9882


空家の所有者には管理責任があります　住んでいるうちに対策を！
管理不全が続くと罰則もあります!
　空家対策推進の必要性を考え「空家等対策の推進に関する特別措置法」 が施行されました。この法律には、所有者が空家を適切に管理する責務が定められています。管理不全な状態が続くと、法律に基づき「管理不全空家等(※1)」 「特定空家等(※2)」として市が指導を行うことがあります。

※1管理不全空家等とは、次の状態に該当する空家等のことです。
●空家等のうち、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められるもの(令和5年法改正により追加)

※2特定空家等とは、次の4つの状態のいずれかに該当する空家等のことです。
●そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
●そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
●適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
●その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全空家等、特定空家等になる前に家の状態をチェック

家の中
雨もり。床の傾き・カビの大量発生・異臭 など

外壁
外壁材の異常（穴・サビ など）

窓・ドア
ガラスの割れ・建付けの異常・開閉の不良 など

土台
基礎・土台の異常（ヒビ・腐朽 など）
屋根
屋根材の異常（ズレ・割れ・はがれ など）

軒裏
軒材の異常（シミ・汚れ など）

家の周り
雑草や樹木の繁茂・害虫などの発生・ごみの不法投棄 など

行政による指導の流れ
（1）情報提供・助言等(法第12条)
　空家等の適切な管理に必要な情報提供、助言をします。

（2）助言・指導(法第22条第1項)
　空家等の適切な管理に必要な措置を取るよう助言または指導をします。

（3）勧告(法第22条第2項)
　指導を受けて改善されない場合、固定資産税の住宅用地の特例から除外となります。
※場合によっては命令や行政代執行に移行する場合があります

区役所の各種無料相談もぜひご利用ください
予約制 6面をご覧ください

住宅は、居住者の移転や世代交代などで空家になることがあります。スムーズに引き継ぐために、住んでいるときから権利関係の確認や、相続などの対策を早めに準備しておきましょう。
●専門家に相談
相続に関して、相続人同士の権利問題や所有者変更手続きなどが必要となります。それぞれの悩みに応じて、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談してください。
●登記を確認
不動産登記法の改正により、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されましたので、必ず登記手続を行ってください。

問合　市民協働課(市民協働)1階8番　電話06-6915-9166


空家利活用改修補助
住宅の性能向上や地域まちづくりに資する改修工事費用等の一部を補助します。 すでに耐震性を有する建物、またはこれから耐震改修工事を行う場合にご利用できます。

補助要件
住宅再生型・地域まちづくり活用型
●すでに耐震性を有していること、または改修により一定の耐震性を確保すること
●市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅(戸建または長屋建)であること
●不動産市場に賃貸用または売却用として流通しておらず、3か月以上空家であること
●利活用事例として、大阪市が情報発信(内容は区と協議)することに了承できること
●売却を前提としたものでないこと

地域まちづくり活用型(例)
空家の耐震補強や内装の整備等の改修を行い、地域の子どもたちの居場所として開放。
改修前▶改修後（子どもたちと遊ぶようす）
詳しくはこちら▶


補助の種類　改修後の用途
住宅再生型　住宅
地域まちづくり活用型　地域まちづくりに資する用途（地域に開かれた居場所等）※区との事前協議が必要

補助の種類　補助対象者
住宅再生型　
・空家所有者、空家所有者の配偶者または一親等以内の親族
・空家取得予定者、賃借予定者
地域まちづくり活用型
・非営利団体等（NPO法人、社会福祉法人・公益法人等）※区との事前協議が必要


補助の種類　補助内容 戸あたり限度額：補助率
住宅再生型
（1）インスペクション 3万円:1/2
（2）耐震診断 5万円:10/11
（3）耐震設計 10万円:2/3
（4）耐震改修工事 115万円:1/2
（5）性能向上に資する改修工事75万円:1/2

地域まちづくり活用型
（1）インスペクション 3万円:1/2
（2）耐震診断 5万円:10/11
（3）耐震設計 10万円:2/3
（4）耐震改修工事 115万円:1/2
（5）地域まちづくりに資する改修工事 300万円:1/2

補助の種類　問合
住宅再生型　大阪市立住まい情報センター4階5番　電話06-6882-7053
地域まちづくり活用型　市民協働課（市民協働）1階8番　電話06-6915-9166
※補助金額は（1）（2）（3）は税込み、（4）（5）は税抜きで算定します。また、上記以外に別途上限があります。
締切　（1）（2）（3）：令和8年12月28日（月）（4）（5）：令和8年12月15日（火）


離乳食講習会
無料　申込不要
　離乳食を始めることに不安がある方、離乳食を始めたものの、うまく進まない方、その他 離乳食についてご質問のある方、ぜひご参加ください。
日時　6月16日(火)　13時30分～14時30分
場所　区役所2階 集団検診室
内容　離乳食の進め方について(お話・実演)
対象　生後7か月ごろまでの赤ちゃんを育児中の方
詳しくはこちら▶
問合　保健福祉課（健康づくり）1階11番　電話06-6915-9882


青少年健全育成鶴見区民大会－社会を明るくする運動－
無料　申込不要
　鶴見区では、青少年の健全育成・非行防止に向け、地域関係団体・学校等と連携しながら、さまざまな事業に取り組んでいます。非行・犯罪からの回復について、ご講演いただきます。
日時　7月5日(日) 13時30分~15時(13時~受付開始)
場所　つるみ日建ホール(区民センター 大ホール)
内容　非行・犯罪からの回復を関係性という視点で考える
講師　名古屋大学 心の発達支援研究実践センター　准教授 工藤晋平氏
対象　どなたでも
定員　400名(先着順)
主催　鶴見区青少年育成推進会議、 鶴見地区保護司会、鶴見区役所
共催　鶴見区更生保護女性会

問合　市民協働課(教育)4階43番　電話06-6915-9734


区役所で実施する こころの健康に関する各種無料講座　無料
申込・問合　保健福祉課（保健活動）1階11番　電話06-6915-9968

申込制　
講座名　地域生活向上教室（ほっこり・ほのぼの）
地域で安定した生活ができることを目的とした教室です。
実施日時・場所　6月4日（木）・18日（木）7月2日（木）・16日（木）
　各日9時30分～11時30分
区役所2階 集団検診室
対象　統合失調症などの精神障がい（疑いも含む）のある方
※初めて参加される方は必ず事前にご連絡ください

申込制　
講座名　統合失調症の家族教室
統合失調症について家族が正しい知識や本人への接し方などを学び、参加者の皆さんと考える教室です。
実施日時・場所　6月30日（火）14時～16時　区役所4階 401会議室
7月15日（水）13時30分～15時30分　区役所2階 集団検診室
対象　統合失調症と診断された方のご家族
※初めて参加される方は必ず事前にご連絡ください

申込不要　
講座名　酒害教室
飲酒問題について正しい知識と理解を深める教室です。
実施日時・場所　6月10日（水）、7月8日（水）
各日14時～16時　区役所2階 集団検診室
対象　飲酒問題を抱え回復をめざしている方、ご家族、支援者など、どなたでも参加できます。


令和9年「鶴見区二十歳のつどい」を開催します
日時　令和9年1月11日(月・祝)10時~ (9時30分~受付開始)
場所　つるみ日建ホール(区民センター 大ホール)
内容　式典・アトラクション
対象　平成18年4月2日~平成19年4月1日に生まれた方
主催　鶴見区二十歳のつどい実行委員会、鶴見区役所
問合　市民協働課(教育)4階43番　電話06-6915-9734


小・中学校の教科書をご覧いただけます
４ 質の高い教育をみんなに
　小・中学校で使用する教科書をより多くの方に知っていただくため、教科書(見本)を展示します。ぜひ手にとってご覧ください。
期間　6月15日（月）～7月10日（金）　※開庁日のみ
時間　9時～17時30分(金曜日は19時まで)
場所　区役所4階43番窓口付近

問合　○教科書に関すること
大阪市教育委員会事務局指導部　電話06-6208-9186　ファックス06-6202-7055
教科書の展示場所などに関すること市民協働課(教育)4階43番　電話06-6915-9734


児童手当の現況届について
　現況届の提出が必要となる受給者に現況届を送付しています。また、18歳到達後の最初の4月1日から22歳年度末までの子を多子加算認定している受給者のうち、 現況届の提出が必要な受給者にも送付しています。　6月30日までに下記へご提出ください。
現況届または添付書類の提出がない場合は児童手当が受給できなくなります。提出がないまま2年経過すると時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。

問合　保健福祉課(子育て支援) 1階12番　電話06-6915-9107


介護保険利用者負担限度額認定証等の更新をお忘れなく!
　介護保険を利用して、介護保険施設などへ入所や短期入所した場合に、食費・居住費が負担軽減される認定証等の有効期限は7月31日(金)です。　現在認定証等をお持ちの方には、5月末ごろから申請のご案内を送付していますので、更新希望の方は6月30日 (火)までに申請してください。
なお、非課税年金(遺族年金・障がい年金)を受給している方は、年金収入額と基礎年金番号の申告が必要となりますので、年金振込通知書等の写しを添付し申請してください。

問合　保健福祉課(高齢者支援)1階10番　電話06-6915-9859


後期高齢者医療保険料決定通知書の主な内容を点字文書にして同封します
　視覚障がいのある被保険者の方(希望者)に、後期高齢者医療保険料決定通知書に記載の保険料年額や月額等の主な内容を点字文書にして同封します。ご希望の方は、下記までお申し込みください。
申込　電話・窓口 ※住所・氏名・生年月日をお聞きします

問合　窓口サービス課(保険年金/保険) 3階31番　電話06-6915-9956


ラジオ大阪
「あれも！これも！SDGs」に出演します
　大阪市24区役所が順番に出演し各区のSDGsの取組み等について語ります。今回鶴見区からは三村区長が出演します。ラジオを聞いてSDGsについて一緒に考えましょう！
放送局　ラジオ大阪（FM91.9／AM1314.）
放送日時　6月24日（水）21時15分～21時30分

問合　総務課（政策推進）4階42番　電話06-6915-9176


令和8年度の国民健康保険料について
保険料の決定
　令和8年度(令和8年4月から令和9年3月) 国民健康保険料の決定通知書を、区役所から6月中旬に送付します。6月中に届かない場合はご連絡ください。
前年中の所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職、廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合がありますので、区役所へお問い合わせください。
　令和8年度の国民健康保険料は、右の表により計算した金額が年間保険料となります。
　なお、被保険者間の負担の公平性の観点から、「府内統一保険料率」としており、大阪府内の市町村にお住まいで「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となっています。

保険料の納付
　国民健康保険料のご納付は、便利で確実な口座振替をご利用ください。
申込手続等詳しくはこちら▶

令和8年国民健康保険料（年額）
平等割保険料(世帯あたり)
医療分保険料　33,908円
後期高齢者支援金分保険料　10,845円
介護分保険料※1　–
子ども・子育て※2 支援金分保険料　―

均等割保険料（被保険者あたり）
医療分保険料 　被保険者数× 34,990円
後期高齢者支援金分保険料 　被保険者数× 11,191円
介護分保険料※1　介護保険第2号被保険者数× 18,682円
子ども・子育て※2 支援金分保険料　被保険者数× 1,841円

所得割保険料※3
医療分保険料　算定基礎所得金額※4　×9.50%
後期高齢者支援金分保険料　算定基礎所得金額※4　×3.06%
介護分保険料※1　算定基礎所得金額※4　×2.60%
子ども・子育て※2 支援金分保険料　算定基礎所得金額※4　×2.80%


最高限度額
医療分保険料　66万円
後期高齢者支援金分保険料　26万円
介護分保険料※1　17万円
子ども・子育て※2 支援金分保険料　3万円
※1:介護分保険料は、被保険者の中に40歳～64歳の方(介護保険第2号被保険者)がいる世帯にのみかかります。介護分保険料の平等割保険料はかかりません。
※2:子ども・子育て支援金分保険料の平等割保険料はかかりません。子ども・子育て支援金分保険料の均等割は、18歳以上の方にかかります。
※3:世帯の所得割保険料は、被保険者(介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者)ごとに計算した所得割の合計額となります。
※4:算定基礎所得は、前年中総所得金額等から43万円を引いた金額となります。

問合　窓口サービス課(保険年金／保険)3階31番　電話06-6915-9956


区役所・小学校等で実施する各種健診・検査のお知らせ
予約・問合　（検診内容・場所などに関すること）保険福祉課（健康づくり）1階11番
　電話06-6915-9882
問合　（特定健診・受診券に関すること）窓口サービス課（保険年金）3階31番
　電話06-6915-9956

内容　大腸がん検診★（免疫便潜血検査）　予約制※料金　300円
実施日・受付時間・受付場所
7月21日（火）、9月19日（土）
9時30分～10時50分、13時30分～14時50分
区役所2階 保健福祉センター前
対象（大阪市民）　40歳以上の方（昭和62年3月31日以前生まれの方）

内容　肺がん検診★エックス線検査（条件により喀痰検査を実施）予約制※料金　無料（喀痰検査は400円）
実施日・受付時間・受付場所
7月21日（火）、9月19日（土）
各日9時30分～10時50分　区役所2階 保健福祉センター前
対象（大阪市民）　40歳以上の方（昭和62年3月31日以前生まれの方）

内容　乳がん検診★マンモグラフィ検査　予約制※
料金　1,500円
実施日・受付時間・受付場所
7月21日（火）、9月19日（土）13時30分～14時50分
8月19日（水）18時30分～19時50分
区役所2階保健福祉センター前
対象（大阪市民）　40歳以上の女性で隔年受診（昨年度受診されていない方）

内容　骨量検査　予約制※
料金　無料
実施日・受付時間・受付場所
7月21日（火）、9月19日（土）13時30分～14時50分
8月19日（水）18時30分～19時50分
区役所2階 保健福祉センター前
対象（大阪市民）　18歳以上の方（平成21年3月31日以前生まれの方）

内容　特定健診　予約不要
料金　無料
実施日・受付時間・受付場所
7月21日（火）、9月19日（土）
各日9時30分～11時
区役所3階302会議室
対象（大阪市民）　大阪市国民健康保険（40歳以上）または後期高齢者医療制度の被保険者の方　※対象の方には受診券を送付しています。


特定健診について　シリーズ3
国保人間ドック無料対象者は…
　国保の健診の中で最も健診項目が多く、がん健診(肺・胃・大腸)の検査も含む「国保人間ドック(約3時間)」が次の対象者の方は今年度は特定健診の受診券があれば無料で受診できます(予約必要)。

国保人間ドック 無料対象者
令和9(2027)年3月31日時点で40・45・50・55・60・65歳の方
昭和36年4月1日~昭和37年3月31日生まれ
昭和41年4月1日~昭和42年3月31日生まれ
昭和46年4月1日~昭和47年3月31日生まれ
昭和51年4月1日~昭和52年3月31日生まれ
昭和56年4月1日~昭和57年3月31日生まれ
昭和61年4月1日~昭和62年3月31日生まれ

内容　歯科健康相談　予約不要
料金　無料
実施日・受付時間・受付場所
7月21日（火）
13時30分～14時50分　区役所2階 保健福祉センター前
対象（大阪市民）　市民の方

内容　結核健診（エックス線）　予約不要
料金　無料
実施日・受付時間・受付場所
6月19日（金）、7月13日（月）、8月4日（火）
各日10時～11時　区役所2階 保健福祉センター前
対象（大阪市民）　15歳以上の市民の方
★印のものは、勤務先で同程度の検診を受診できる方は対象外となります。※定員に達し次第、受付終了します。


区役所庁舎等を活用した熱中症対策を推進しています。
区役所地下1階フリースペース内及び区民センター1階自動販売機前に『涼ん処（すずんどこ）』を設置しています。
　「涼ん処（すずんどこ）」では、冷房の運転、うちわの設置等を行っておりますので、休憩場所としてご利用ください。なお、熱中症警戒アラート発表の有無に関わらず利用できます。

問合　総務課（総務）4階41番　電話06-6915-9625


健康コラム
保健師が出張！地域の子育ておしゃべり会に参加しませんか
　育児をする上での工夫や、うれしいこと、不安に思うこと、地域の情報などみんなでおしゃべりしませんか?
　地域のおしゃべり会は乳児とその保護者、プレパパ・プレママを対象に今津、榎本、焼野地域で開催しています。　交流会の他に保健師による身長・体重の計測、育児相談もおこなっています。初めてのお出掛けに、リフレッシュに、不安の解消に、身近な会場にお出かけしてみませんか。ご参加お待ちしております。
日時・場所・対象年齢など詳細は鶴見区ホームページをご覧ください。

問合　保健福祉課(保健活動)1階11番　電話06-6915-9968


自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について
　自衛官募集事務は市町村の法定受託事務と定められており、大阪市では防衛大臣からの依頼に応じて、18歳・21歳の方の住民基本台帳を提供しています。
情報提供を希望されない方は、申出により自衛隊へ提供する情報から除外しています。

問合　窓口サービス課（住民情報）1階3番　電話06-6915-9963


鶴見区子育てサロンに遊びに来てね！　無料　
問合　保健福祉課（子育て支援）1階12番　電話06-6915-9107

子育てサロンは親子の遊びや情報交換、仲間づくりの場として、地域ごとに定期的に開催しています。
対象　０歳～就学前のお子さんとその保護者、ご出産予定のプレパパ・プレママ

名称　つるみ北子育てサロン（鶴見北公民館）
日時　6月8日（月）　10時～11時45分

名称　横堤子育てサロン（横堤福祉会館）
日時　6月9日（火）　10時～12時

名称　茨田東子育てサロン（茨田東福祉会館）
日時　6月10日（水）　10時～12時

名称　茨田西子育てサロン（茨田西社会福祉会館）
日時　6月11日（木）　10時～12時

名称　茨田北子育てサロン（茨田北福祉会館）
日時　6月15日（月）　10時～11時30分

名称　つるみ子育てサロン（鶴見公民館）
日時　6月16日（火）　10時～11時30分

名称　みどり子育てサロン（緑会館「緑ふれあいの家」）
日時　6月17日（水）　10時～11時30分

名称　焼野子育てサロン（焼野福祉会館）
日時　6月17日（水）　10時～11時30分

名称　茨田子育てサロン（茨田福祉会館）
日時　6月17日（水）　10時～12時

名称　茨田南子育てサロン（茨田南福祉会館）
日時　6月18日（木）　10時～11時30分

名称　榎本子育てサロン（榎本福祉会館）
日時　6月23日（火）　10時～11時30分

名称　今津子育てサロン（今津会館）
日時　6月23日（火）　10時～12時


乳幼児健診
問合　保健福祉課（健康づくり）　1階11番　電話06-6915-9882
3すべての人に健康と福祉を
　無料　申込不要　
※対象の方には事前に個別に通知します。
※日程は表のとおり予定していますが、対象人数によっては実施日が変わる場合があります。必ず個別に通知する「健康診査」のお知らせでご確認ください。


内容　３か月児健康診査
日　6月8日（月）
対象　令和8年1月21日～2月6日生まれ

内容　３か月児健康診査
日　6月22日（月）
対象　令和8年2月7日～3月1日生まれ

内容　1歳6か月児健康診査
日　6月9日（火）
対象　令和6年11月1日～11月15日生まれ

内容　1歳6か月児健康診査
日　6月23日（火）
対象　令和6年11月16日～11月30日生まれ

内容　3歳児健康診査
日　6月11日（木）
対象　令和4年12月1日～12月16日生まれ

内容　3歳児健康診査
日　6月25日（木）
対象　令和4年12月17日～12月31日生まれ


6月無料相談
対象　大阪市民の方
予約　行政オンラインシステムでの予約（★印が対応）
申込期間　毎月1日から相談日4日前まで
定員　各2組（先着順）

相談名　1法律相談
予約制
日時　6月12日（金）13時～17時　（毎月第2金曜日）
申込方法　予約6月5日（金）正午～12日（金）10時
定員　16組（先着順）（1組30分以内）
（予約専用電話050-1808-6070［AI電話24時間受付］）
※電話申込が困難な方は事前にお問い合わせください
場所　区役所3階 つるみっ子ルーム前
問合　総務課（政策推進）電話06-6915-9683

相談名　1法律相談
予約制
日時　6月26日（金）13時～17時(毎月第4金曜日）
申込方法　予約　6月19日（金）正午～26日（金）10時
定員　16組（先着順）（1組30分以内）
（予約専用電話050-1808-6070 [AI電話24時間受付]）
※電話申込が困難な方は事前にお問い合わせください
場所　区役所3階 つるみっ子ルーム前
問合　総務課（政策推進）電話06-6915-9683

相談名　２不動産相談（賃貸、売買契約、空家問題など）
予約制
日時　6月11日（木）・22日（月）13時～16時（毎月第2木曜日・偶数月第4月曜日）
申込方法　予約　相談日当日９時～電話（予約専用電話06-6915-9954） ★
定員　各6組(先着順)（1組30分以内）
場所　区役所3階 つるみっ子ルーム前
問合　総務課（政策推進）電話06-6915-9683

相談名　3 司法書士相談（相続・贈与、会社・法人の登記、成年後見など）
予約制
日時　6月17日（水）13時～17時（毎月第3水曜日）
申込方法　予約　相談日当日９時～電話（予約専用電話06-6915-9954） ★  
定員　12組(先着順)（1組40分以内）
場所　区役所3階 つるみっ子ルーム前
問合　総務課（政策推進）電話06-6915-9683

相談名　4　行政なんでも相談（公共施設が破損している、子どもの通る道に危ない箇所があるなど）
日時　6月26日（金）14時～16時（毎月第4金曜日）
申込方法　予約　相談日当日会場にて受付
場所　区役所3階 つるみっ子ルーム前
問合　総務課（政策推進）電話06-6915-9683

相談名　5　日曜法律相談
予約制
日時　6月28日（日）13時～17時
浪速区役所（浪速区敷津東1-4-20）
東淀川区役所（東淀川区豊新2-1-4）
申込方法　予約　6月19日（金）正午～28日（日）10時（予約専用　電話050-1808-6070[AI電話24時間受付]）　定員　各16組（先着順）（1人30分）
問合　大阪市総合コールセンター「なにわコール」（電話06-4301-7285）（なにわコール）年中無休・8時～21時

相談名　6　ナイター法律相談
予約制
今月は実施いたしません
日時　7月24日（金）18時30分～20時30分
中央区民センター（中央区久太郎町1-2-27）
申込方法　行政オンラインシステムにて予約
６月10日（水）正午～7月23日（木）17時まで　定員　32組
問合　大阪市総合コールセンター「なにわコール」（電話06-4301-7285）（なにわコール）
年中無休・8時～21時

相談名　7 自立アシスト相談（収入が不安定、仕事が見つからない、頼る人がいない、子どものひきこもりなど）
【平日】9時～17時30分
申込方法　日々の生活の中で起こるさまざまな困りごとの解決をサポートします。
対象　区内在住で生活にお困りの方
場所　区役所3階33番　問合　電話06-6913-7060

相談名　8精神科医によるこころの健康相談
予約制
問合　保健福祉課（保健活動）電話06-6915-9968
日時　6月12日（金）・26日（金）14時～15時30分
申込方法　本人（鶴見区民）およびご家族からの相談も可能です。（電話06-6915-9968）、窓口にて事前にご予約ください。
定員　各2名（先着順）（1人30分程度）
場所　区役所1階相談室

相談名　9花と緑の相談　問合　鶴見緑地公園事務所　電話06-6912-0650
日時　6月10日（水）14時～15時30分
申込方法　当日会場にて受付
場所　区役所1階ロビー

相談名　10　ごみの相談・フードドライブ
問合　城北環境事業センター　電話06-6913-3960
日時　6月16日（火）14時～16時(毎月第3火曜日）
申込方法　当日会場にて受付 ※食品の持ち込みは14時以降にお願いします
場所　区役所1階ロビー

相談名　11人権相談（いじめ、差別、虐待、セクハラ、パワハラ、ＤＶなど）
一部予約制
日時　【平日】9時～21時　【日・祝】9時～17時30分
申込方法　専門相談員が電話で相談をお受けします。
区役所で面談を希望される方は事前にご予約ください。
（電話06-6532-7830なやみゼロ）※通話料は自己負担
区役所でも相談をお受けしています。【平日】９時～17時30分
問合 市民協働課(教育)４階43番　（電話06-6915-9734）


「つるみっ子ルーム」に遊びに来てね！
無料　申込不要
　保護者の方とお子さんで一緒に遊んだり、保護者同士で交流ができるお部屋です。お部屋には、“オムツ交換台”や“授乳コーナー”もあります。また、保育士が常駐し、子育てのことや子どものこと、保護者自身のことなど様々な不安や悩みを相談することもできます。ぜひ、遊びに来てください!

利用時間　月曜～木曜日　10時～12時、13時30分～16時15分
※毎月1回、団体利用枠があります(不定期)。
※区役所の事業等があるときは、 利用できない場合もあります。
対象　区内にお住まいの未就学のお子さんとその保護者
定員　15組
場所　区役所3階
詳しくはこちら▶
問合　保健福祉課(子育て支援) 1階12番　電話06-6915-9107


「令和8年経済センサス-活動調査」の回答はお済みですか?
回答期限6月8日(月)まで
　事業所及び企業を対象として、6月1日現在で「令和8年経済センサス・活動調査」を全国一斉に実施しています。 この調査は、法律で回答が義務付けられています。
　回答方法は、インターネット、郵送による方法と、ご記入いただいた紙の調査票を後日調査員にお渡しいただく方法があります。
　インターネット回答なら皆様のご都合にあわせて、24時間いつでも可能です。安全で便利なインターネット回答をぜひご利用ください。
詳しくはこちら▶

問合　総務課(総務)4階41番　電話06-6915-9625


鶴見区の親子のための施設をご活用ください
すべて事前予約不要です

つどいの広場
乳幼児(0～3歳)とその保護者が交流を深めたり、育児相談やイベント、情報交換を楽しめます。

つどいの広場ソフィア (緑1-11-3 ベルデカーサ2階)
開設日　月～金曜日(祝日は休み)　時間　10時～15時
対象　主に乳幼児(0～3歳)とその保護者
費用　無料(ただし教材費は実費) ※一時保育も行っています。

問合　電話06-6180-3550

つどいの広場まほろ (鶴見2-4-7 リブラン山内101号室)
開設日　月～金曜日(祝日は休み)
時間　（1）9時30分~12時 （2）13時～15時30分 ※月曜日午前中は0歳のみ
対象　主に乳幼児(0～3歳)とその保護者
費用　無料　※館内は飲食禁止です。問合　電話090-2359-1312

つどいの広場秀和(諸口6-2-7)
開設日　月～金曜日(祝日は休み)
時間　（1）9時30分～12時　（2）13時～15時30分
対象　主に乳幼児(0～3歳)とその保護者
費用　無料 ※館内は飲食禁止です。

問合　電話090-9215-1545

子ども・子育てブラザ
今津中1-1-14
問合　06-6967-1033 ※詳細はお問い合わせください。

つどいの広場
乳幼児(0歳~就学前)とその保護者の交流、情報交換の場所です。
開設日　火～土曜日
時間　（1）9時30分～12時　（2）12時45分～15時15分
内容　自由遊び、各種行事、子育て支援のための講座や教室など

児童のあそびの広場
小・中学生・高校生を対象に、自習室や安心して遊べる場所を提供します。
開設日時　（1）10時～12時(土・日のみ)　（2）14時～17時(火～日曜日)
※夏休みなど長期休業中は開設日時が変わります
内容　自由遊び、各種行事、将棋教室など

鶴見子育て支援センター
諸口5丁目浜6-17(茨田第1保育所内)
問合　電話06-6915-8224
大阪市内在住の概ね3歳未満までの子どもと保護者がゆったり遊べるひろばです。子どもと保護者で交流や子育ての話ができる出会いの場です。
開設日　月～金曜日(祝日は休み)
時間　（1）9時15分～11時45分　（2）13時~15時30分
※月曜日の午後と木曜日の午前中は「0歳ルーム」です

問合　保健福祉課(子育て支援室)1階12番　電話06-6915-9107

◆「ちょっと困ったな、助けてほしいな…」そんな時は「あいまち（まちの支え合い活動）」を利用してみませんか。

問合　まちの支えあい活動「あいまち」事務局 電話06-6913-7066　詳しくはこちら▶


「ひったくり防止キャンペーン」のお知らせ
無料　申込不要
　自転車でお越しいただいた方に、ひったくり防止カバーの無料取り付け（先着100名）を実施します。
日時　6月10日（水）14時～取り付け
場所　緑児童遊園（緑3-3-3）
定員　100名（先着順）
※前カゴにひったくり防止カバーがついていない自転車に限ります
※カゴの種類によっては、取り付けできない場合があります
※荒天などにより中止になることがあります（当日12時までに判断します）
※なくなり次第終了
問合　市民協働課（市民協働）1階8番　電話06-6915-9166


チカツキョウだヨ！全員集合
身近な地域活動を知ってみよう！
地域活動のぞき見！「第4回 地域の安全・安心を支えるために」
　地域活動協議会(通称:チカツキョウ)では、地域の安全・安心を支える取組みをたくさん行っています。青色防犯パトロール車で地域を巡回する「青色防犯パトロール活動」や、地域内を徒歩や自転車でパトロールする「防犯一斉行動」など、地域の安全・安心のためにボランティアで活動しています。ほかにも、路地の暗がりを減らしてくれる「街路防犯灯」や「防犯カメラ」の維持・管理、 「火の~用心!」の声が響き渡る「歳末夜警」を行っている地域もあります。 子どもから高齢者まで安心して暮らせる地域になることに加え、住民同士の連携や交流にもつながるこれらの活動は、行政や警察だけでなく参加する一人ひとりの協力があってこそ。まずは身近な町会への参加から、安心の輪を広げましょう。

青色防犯パトロール活動
防犯一斉行動

6月　イベントカレンダー
※日程などは変更となる場合があります。詳細は各地活協にお問い合わせください
気の合う仲間と出会えるかな～

7日（日）　榎本　ふれあいまつり/榎本福祉会館ほか
7日（日）　横堤　レクリエーション大会/横堤小学校
13日（土）　茨田　防災土曜授業/茨田小学校
14日（日）　鶴見北　献血/鶴見小学校
14日（日）　鶴見　子ども文化祭/鶴見南小学校
14日（日）　茨田南　グラウンド・ゴルフ大会/茨田南小学校
14日（日）　茨田東　スリーアイズ大会/茨田東小学校
21日（日）榎本　はなてん音楽サロン/榎本福祉会館
21日（日）　横堤　避難所開設訓練/横堤小学校
28日（日）　今津　まちなか無線訓練/今津小学校、今津地域
30日（火）～7月3日（金）　今津　ほたるの夕べ/今津小学校

問合　鶴見区まちづくりセンター　電話06-6967-8931


つるりっぷの防災講座

この雨、大丈夫？　大雨から身を守る
5つの危険度と情報の種類
「はんらん」・「大雨」・「土砂災害」・「高潮」の情報は、 色やレベルで危険度がわかります。

白
レベル1 早期注意情報
今後の情報に注意しましょう。

黄
レベル2 注意報
どんな危険があるか、どうやって逃げるかおうちの人と相談しましょう。

赤
レベル3 警報
お年寄りなどの逃げる時間がかかる人には早めに逃げるよう呼びかけましょう。

紫
レベル4 危険警報
災害が発生してもおかしくありません。危ないところからすぐ逃げましょう。

▲ここまでにぜったい、逃げましょう!!!▲

黒
レベル5 特別警報
すでに、はんらんや土砂崩れなどがおきているかも! 少しでも安全なところにいこう。

河川はんらん 川の水があふれる
危険なのは、川の近く
「はんらん」が発生すると、建物が水につかったり流されたりします。

大雨 たくさんの雨がふる
危険なのは、ひくいところ
線路の下の道路など低いところや、地下室は、大雨がふると水につかってしまいます。

高潮 海の水があふれる
危険なのは、海の近く
台風などが近づいて海面が高くなる「高潮」が発生すると海の水が堤防をこえてしまいます。

避難の仕方
災害がおきる前に、安全なところへ逃げる。
自宅から逃げるのが難しい場合は、
（1）はんらん・大雨・高潮▶できるだけ高いところへ
（2）土砂災害▶山やがけから離れた部屋へ

鶴見区役所では、災害発生時に区役所と区民(地域)の役割や活動内容を明確にした「鶴見区防災計画」を策定しています。詳しくはホームページをご覧ください。
問合　市民協働課（市民協働）1階8番　電話06-6915-9846
